
仙南歯科医師会だより 第 27 号 コロナ関係臨時増刊  令和 2 年 7 月 20 日 

 
いつも会務に御協力いただき誠に有難うございます。いったん収束するかに見えた新型コ
ロナも再び感染者数が増え、事態が長期化する可能性が高まってきているようにも見受け
られます。歯科医院経営においても収入ダウンがなかなか改善しないかもしれません。 
そこで、今まで提示されてきた各種補助金、給付金、融資や、今月新たに出てきた 2 次補正
予算によるものを簡単に取りまとめてみました。もう十分に理解している方やすでに申し
込んだ方も多いかもしれませんが、御目通しいただきご活用いただけると幸いです。 
                       仙南歯科医師会 会長 玉野井 修 
 
 
●補助金、助成金、給付金、支援金、見舞金など 

 
① 持続化給付金 

        売上前年比５０％減少の月がある場合。 
        100 万円の給付金をもらえる。申請は 1月 15日まで。 
        詳しくは持続化給付金ホームページや電話窓口へ 
② 雇用調整助成金 

      従業員を有給で休ませた場合いただける助成金 
      手続きも以前よりは簡単になりました。 
      上限が日額 8330 円から 15000 円に引き上げられました。 
      対応機関は 9 月 30 日まで延長になりました。 
      詳しくはハローワークへ 

③ 小学校休業等対応助成金 
        小学生の親が従業員でコロナ休校のために特別に休暇を与えた場合 
        申請期間 9月 30 日まで 
        詳しくは雇用調整助成金コールセンターへ 
④ 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 
        妊娠中の従業員に医師または助産師の指導により 5 日以上の休暇を与え    
        た場合などに適応されます。いくつかの条件があるので労働局にお問い

合わせを。 
⑤ 各市町村の支援金 

        各市町村にて医療機関に支援金を出しているところがあります。 
        すでに配布済みの町や申し込みをしなければならない町など市町によっ

て異なります。仙南歯科医師会の各支部や市町に問い合わせを 



⑥ 新型コロナウィルス感染被害見舞金 
        歯科医師、スタッフがコロナ感染して休業した場合にでる。 
        日歯からの見舞金です。20 万円。 
        もしかかった場合は宮歯に提出書類があります。（1 枚の簡単なものです） 
        診断書のコピーは必要です。 
        令和 3年 3月 31 日まで 
⑦ 医療従事者への慰労金 
        2 次補正予算での制定。診療所勤務の全員に 5 万円ずつ支給される。 
        もうすぐ手続きが始まるはずですからお待ちください。 
⑧ 感染防止等支援金 
        2 次補正で制定された。感染拡大防止のための取り組みについて各診療所 

            100 万円を上限として支給される。 
        マスク、消毒薬をはじめパーテーション、口腔外バキュームなど人件費以

外すべて対象となるが感染防止のためであることが条件となる。 
        タービンなどのハンドピース、超音波スケーラーなど、どこまで認められ

るのかは今後県の方から正式に通達が出ると思われますので正式な

情報が確認できるまで購入はお待ちください。見積もりなどは可です。 

           県から正式に通達が出たらよく読んで購入を。7 月末には出てく 

る予定です 

        令和 3年 3月 31 日までにお支払いを終えていれば適応されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●融資関係 
   当面の運転資金を借りたい。今借りている資金を借り換えたい。など色々な理由で 

融資を受けることができます。 
 
① 売り上げが 5％以上減った 
        １）新型コロナウィルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫） 
          当初 3年間金利は▲０．9％ 4年目以降は基準金利 
        ２）新型コロナウィルス感染症特別貸付（危機対応業務）（商工中金） 
          当初 3年間金利が▲０．９％ 4 年目以降は基準金利 
        ３）マル経融資（小規模事業者経営改善資金） 
          上限 1000 万円 金利は当初 3年は▲０．９％ 
        ４）小規模企業共済 特例緊急経営安定貸付 
          2000 万円まで。無利子。今までの納付状況で条件が変わる。    
        その他もありますのでコロナの特別融資で検索等すると出てきます。 
② 売り上げが１５％以上減った 
        ５）新型コロナウィルス感染症対応資金（県内各金融機関など） 
          3000 万円まで。年率１．３％ 
③ 売り上げが 20％以上減った 
        ６）新型コロナウィルス感染症対応資金（セーフティーネット保証 4号） 
          3000 万円まで 年率１．３％  県内各金融機関などで 
④ 減収している方全般 
        ７）無担保 無利子の医療関係施設への貸付 

              ＷＡＭ（独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部） 

              4000 万円まで 当初 5 年無利子無担保 6 年目から０．２％ 

 
注：上記の融資は重複して借入してはいけないそうです。御注意を。 
  最もお手軽で格安なのは７）のＷＡＭによる無利子無担保融資と思われますが詳しく

は各自調べたうえで実行してください。 
 
以上、よくお読みいただき必要なものがあれば手続きをお進め下さい。 
また、消エタなどの備品もひっ迫してＳＯＳの場合は執行部に御連絡下さい。 
可能なものは会のストックから支給いたします。 
また、今後とも各種情報に御注意ください。（ＦＡＸ、メール、ネット、郵送物など） 
宮歯ホームページへの会員登録をお勧めいたします。 
                          7 月 18 日現在 玉野井 修 記 


